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まん延防止等重点措置期間再延長に伴う本校の対応について 

 

 早春の候、保護者の皆様におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。本校の教育活

動、さらに新型コロナウイルス感染拡大防止の対応につきまして御理解と御協力を賜り深く感謝申し上げ

ます。 

 さて、国から発出されたまん延防止等重点措置については、陽性者の減少が鈍化していることや、医療

体制のひっ迫を招きかねない状況が続いていることから、同措置の期間延長（３月２１日まで）を決定し

ました。 

 これに基づき、まん延防止等重点措置期間再延長に伴う県立学校の対応について県教育委員会から指示

により、本校では下記のとおり対応してまいります。御理解・御協力をお願いいたします。 

 また、引き続き御家庭内での感染防止対策にも御協力ください。 

 

記 

 

１ 授業等における対応について （まん延防止等重点措置期間） 

     

     通常登校 ：ただし、感染状況等を踏まえ、変更する場合があります。 

  

２ 部活動について 

   ※ 部活動内で新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された場合は、原則 1週間活動停止  

   (1)３月７日（月）から２１日（月）まで 

 

 

 

 

    ｱ.事故防止や感染防止の対策を徹底 

    ｲ.更衣場面、休憩場面、下校時等における感染防止対策を徹底 

    ｳ.県内公式戦及びコンクール等に出場する場合は、開催日１４日前から県方針に基づいた活動を 

     実施できるものとする。ただし、他校との合同練習や練習試合は行わない。 

 

   (2)３月２２日（火）から（学年末休業・春季休業期間中を含む） 

    ｱ.県方針に基づく活動とし、週休日（土、日曜日）はいずれか 1日は活動可能とする。 

    ｲ.泊を伴う活動は、やむを得ない場合のみとし、目的地の状況や感染防止対策等を確認した上で、 

     校長が判断する。 

    ｳ.練習試合等は自校を含めて２校までとする。県境をまたいでの活動は慎重に判断する。 

 

３ ワクチン接種について  

  ワクチン接種及びそれに伴う副反応により、登校ができない場合は、欠席とならず出席停止扱いとな 

 ります。接種の予約日等については、お早めに担任に御連絡ください。 

 

 

 


